
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  上場株式を譲渡した場合の税率               

Ｑ：上場株式を譲渡した場合の税率が引き

上げられるそうですが、どのようになるので

すか？ 

                                              

Ａ：平成26年１月１日以後、税率は10%か

ら20%に引き上げられます。 

【解説】 

上場株式等に係る譲渡所得の税率は、現行、

10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率の特例措

置が適用されていますが、平成25年12月31日

をもって廃止となり、平成26年１月１日以後

は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が

適用されることになっています。この取扱い

は、上場株式等の配当所得についても同様で

す。 

 【上場株式等の譲渡所得等に係る税率】 

 ・金融商品取引業者等を通じて売却する場合 

  平成25年12月31日まで 10% 

平成26年１月１日以後 20% 

 ・上記以外で売却する場合 

  平成25年12月31日まで 20% 

  平成26年１月１日以後 20% 

また、源泉徴収選択口座内調整所得金額に

係る源泉徴収税率及び上場株式等の配当に係

る源泉徴収税率は、次のようになります。 

 ・平成25年１月１日から12月31日まで 

10.147%(所得税及び復興特別所得税7.147%、

住民税3%) 

 ・平成26年１月１日から平成49年12月31日ま

で 

  20.315%(所得税及び復興特別所得税

15.315%、住民税5%) 
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